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l

議
秦
第
五
十
九
号

専
決
処
分
に
つ
い
て

地
方
自
治
法
　
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
､
別
紙
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
の
で
'
同
法
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
､
こ
れ
を
本
議
会
に
報
告
し
て
承
認

を
求
め
る
｡

平
成
元
年
四
月
二
十
六
日

三
朝
町
長
　
安

田

其

　

　

1

　

　

郎

平
　
成
元
年
四
月
弐
六
日
r
愚
を
恥
風
琴

三
朝
町
硫
金
蔵
長
安
井
由
縁



専

決

第

　

一

　

号

専
決
　
処
分
事

地
方
自
治
法
(
暗
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
第
育
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
'
三
朝
町
碗

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
'
次
の
と
お
り
専
決
処
分
す
る
｡

平
成
元
年
三
月
三
十
一
日

三

　

朝

　

町

　

長

安

　

　

田

　

　

実

　

一

　

郎

t

　

)
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三
朝
町
条
例
第
二
十
七
号

三
朝
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
条
例
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
第
十
八
号
)
　
の
1
蔀
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
.

第
二
十
四
条
第
二
項
中
｢
二
十
四
万
八
千
円
｣
を
｢
二
十
五
万
六
千
円
｣
　
に
改
め
る
｡

第
三
十
四
条
の
二
中
r
同
条
粛
j
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
九
項
ま
で
｣
を
r
同
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
十
項

ま
で
｣
　
に
改
め
､
｢
生
命
保
険
料
控
除
額
｣
　
の
下
に
　
｢
'
寄
附
金
控
除
額
｣
を
加
え
'
｢
第
五
項
及
び
第
九
項
｣
を

｢
第
六
項
及
び
第
十
項
｣
　
に
改
め
る
｡

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
中
｢
軍
二
百
十
四
条
の
二
第
四
項
｣
を
｢
第
三
百
十
四
条
の
二
第
五
項
｣
に
'
｢
若
し
く

は
医
療
費
控
除
額
｣
を
｢
'
医
療
費
控
除
額
若
し
く
は
寄
附
金
控
除
額
｣
　
に
改
め
'
同
条
第
四
項
中
｢
若
し
-
は
医
療

費
捷
除
額
｣
を
･
r
t
医
療
費
控
除
額
若
し
く
は
寄
附
金
捷
除
頼
｣
　
に
改
め
る
0

第
五
十
四
条
第
五
項
中
｢
農
用
地
開
発
公
団
が
農
用
地
開
発
公
団
藷
(
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
)
に
よ
り

行
う
同
法
弟
十
九
条
第
1
項
第
1
号
イ
又
は
ロ
の
事
業
を
含
む
｣
を
二
農
用
地
整
備
公
団
が
農
用
地
整
備
公
団
法
(
昭

和
四
十
九
年
法
律
第
四
十
三
号
)
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九
条
第
1
項
第
1
号
イ
の
事
業
を
含
む
｣
に
改
め
る
｡

･
無
官
三
十
1
粂
第
四
項
申
r
農
用
地
開
.
発
公
田
が
農
用
地
開
発
公
団
法
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九
条
第
1
項
第
1
号



-.

イ
又
は
ロ
の
事
業
を
含
む
｡
｣
を
　
r
農
用
地
斐
傭
公
団
が
農
用
地
毛
膚
公
団
法
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九
条
第
一
項
第

1
号
イ
の
事
業
を
含
む
.
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
五
粂
第
一
項
中
｢
三
十
一
万
円
｣
を
　
｢
三
十
二
万
円
｣
　
に
改
め
る
｡

附
則
第
十
五
集
中
　
｢
附
則
第
三
十
1
条
の
二
第
1
項
'
第
二
項
'
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
｣
を
　
｢
附
則

第
三
十
1
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
′
で
t
 
L
　
に
改
め
る
｡
/

附
則
第
十
五
条
の
三
第
1
項
中
　
r
第
二
章
第
八
軒
｣
を
　
r
第
二
章
第
六
軒
｣
　
に
改
め
る
.

附
則
第
十
六
条
第
二
項
中
　
｢
昭
和
六
十
年
度
か
ら
昭
和
六
十
三
年
度
ま
/
.
P
の
各
年
度
分
｣
　
を
　
｢
平
成
元
年
度
分
及
び

平
成
二
年
度
分
J
に
改
め
'
同
項
の
表
中
｢
千
四
百
五
十
円
｣
を
r
千
四
百
円
｣
@
'
三
千
八
百
五
十
円
)
を
r
二

千
八
百
円
｣
　
に
'
｢
三
千
六
百
五
十
円
｣
　
を
　
｢
三
千
六
百
円
｣
　
に
改
め
'
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
｡

3
　
平
成
元
年
度
分
及
び
平
成
二
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
'
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
号
に
よ
る
改
正
後

の
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
三
十
1
粂
第
二
項
の
規
定
の
通
用
を
受
け
る
軽
自
動
車
の
う
ち
同
項
の
表
の
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
　
(
同
号
に
規
定
す
る
二
サ
イ
ク
ル
の
原
動
機
を
有
す
る
も
の
を
除
-
o
　
)
　
で
同
項
及
び
南
条
第
三

項
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
対
す
る
第
八
十
二
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
同
号
イ
中
｢
三
千
円
｣

と
あ
る
の
は
　
｢
二
千
九
百
円
｣
　
と
'
｢
四
千
円
｣
　
と
あ
る
の
は
　
二
二
千
六
百
円
｣
　
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
｡

附
則
第
十
六
条
の
三
第
l
項
中
　
｢
平
成
元
年
度
｣
　
を
　
｢
平
成
六
年
度
｣
　
に
'
｢
第
三
十
四
条
か
ら
｣
　
を
　
｢
第
三
十
四

一

･
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･
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条
の
二
か
ら
｣
　
に
改
め
る
｡

･
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
｢
以
下
本
項
に
お
い
て
同
じ
｡
｣
を
削
り
'
同
条
第
三
項
中
｢
第
三
十
四
条
の
二
第

二
項
第
三
号
｣
　
の
下
に
　
｢
又
は
第
四
号
｣
　
を
加
え
る
｡

附

　

則

(
施
行
期
日
)

第
l
条
　
こ
の
条
例
は
,
平
成
元
年
四
月
1
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
(
第
三
十
四
条
の
二
の
改
正
規
定
､
第
三
十

六
条
の
二
第
1
項
の
改
正
規
定
(
｢
筆
二
百
十
四
条
の
二
第
四
項
)
を
′
｢
第
三
百
十
四
条
の
二
第
五
項
｣
に
改
め
る

部
分
に
限
モ
)
及
び
附
則
第
十
六
条
の
三
第
1
項
軍
毒
の
改
正
未
定
並
び
に
次
粂
撃
議
及
び
第
三
項
の
規
定

は
､
平
成
二
年
四
月
l
日
か
ら
並
行
す
る
｡

(
町
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
二
条
　
改
正
後
の
三
朝
町
税
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
い
う
｡
)
第
二
十
四
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
は
､
平

成
元
年
度
以
後
の
毎
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
六
十
三
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ

い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

2
蔽
条
例
軍
二
十
四
条
の
二
の
点
定
は
,
町
民
税
の
所
得
都
の
納
税
義
務
者
が
昭
和
六
十
四
年
1
.
月
1
日
以
後
に
社

会
福
祉
事
業
法
(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
)
第
七
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
共
ー
聞
募
金
会
に
対
し
て
支



出
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
｡

8
　
新
条
例
第
三
十
六
条
の
二
第
1
項
及
び
琴
四
項
の
規
定
は
｣
平
成
二
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
つ

い
て
適
用
し
'
平
成
元
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
O

(
固
定
資
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
三
条
　
新
条
例
第
五
十
四
条
第
五
項
の
規
定
は
'
平
成
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
､

昭
和
六
十
三
年
度
分
ま
で
･
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

2
　
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
三
日
以
後
に
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第

四
十
四
号
.
以
下
r
改
正
法
｣
と
い
う
｡
)
に
よ
る
改
正
後
の
農
用
地
整
備
公
団
法
附
則
第
十
九
条
第
1
項
に
規
定

､
す
る
業
務
の
う
ち
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
十
九
条
第
1
項
第
1
号
イ
又
は
ロ
の
事
業
が
施

行
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
五
十
四
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
'
同
項
中
｢
土
地
改
良
事
業
｣

と
あ
る
の
ぼ
'
｢
土
地
改
良
事
業
(
農
用
地
整
備
公
団
が
農
用
地
整
備
公
団
法
に
よ
り
行
う
同
法
第
十
九
条
第
1
項

に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
農
用
地
開
発
公
団
法
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
匹
号
に
よ

る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
十
九
条
第
1
項
第
1
号
イ
又
は
ロ
の
事
業
を
含
む
｡
)
｣
と
す
る
｡

(
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
)

第
四
粂
　
新
条
例
第
雪
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
｡
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●

)
は
､
平
成
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
'
昭
和
六
十
三

年
度
分
ま
で
の
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

2
　
新
条
例
第
百
三
十
1
条
等
四
項
の
規
定
(
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
部
分
に
限
る
｡
)

は
,
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
三
日
以
後
に
さ
れ
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
J
r
T
い
て
適

用
し
､
岡
里
刑
に
さ
れ
た
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.

3
　
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
三
日
以
後
に
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
農
用
地
韮
傭
公
団
法
附
則
第
十
九
条
第
1
項
に

規
定
す
る
業
務
の
う
ち
改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
十
九
条
第
1
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
事
業

が
並
行
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
新
条
例
第
雪
二
十
l
粂
弟
四
項
の
規
定
の
連
用
に
つ
い
て
は
'
同
項
中
r
土
地
改
良

′
事
業
｣
と
あ
る
の
は
･
主
地
改
良
事
業
(
農
用
地
婁
償
公
団
が
農
用
地
整
備
公
団
法
に
よ
り
行
う
同
法
附
則
第
十

九
条
第
】
項
に
規
定
す
る
業
務
の
う
ち
農
用
地
開
発
公
団
法
の
1
部
を
改
正
す
る
法
律
(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四

十
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
農
用
地
開
発
公
団
法
第
十
九
粂
第
1
項
第
一
号
イ
又
は
ロ
の
事
業
を
含
む
｡
)
｣
と
す
る
.

(

軽

自

動

車

税

に

尉

す

る

経

過

措

置

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

､

第
五
粂
　
新
条
例
附
則
第
十
六
条
撃
一
項
の
規
定
は
,
平
成
元
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
適
用
し
'

昭
和
六
十
三
年
度
分
ま
で
の
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
は
'
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.
｡
　
　
'


